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�

日
刊
（
日
曜
日
、
土
曜
日
、
休
日
休
刊
）

１

目

次

告

示

○
防
災
街
区
整
備
事
業
組
合
の
定
款
及
び
事
業
計
画
の
変
更

認
可
…（
都
市
整
備
局
市
街
地
整
備
部
防
災
都
市
づ
く
り
課
）…
�

○
建
築
士
法
に
よ
る
二
級
建
築
士
免
許
の
取
消
し
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…（
都
市
整
備
局
市
街
地
建
築
部
建
築
企
画
課
）…
�

○
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
業
務
従
事
者
に
対
す
る
講
習
の
指
定
…
…

…
…
…
…
…
…
…（
福
祉
保
健
局
健
康
安
全
部
健
康
安
全
課
）…
�

公

告

○
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
完
了
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…（
都
市
整
備
局
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
開
発
指
導
第
二
課
）…
�

○
東
京
都
指
定
給
水
装
置
工
事
事
業
者
の
指
定
…
…（
水
道
局
）…
�

告

示

◉
東
京
都
告
示
第
九
百
九
十
七
号

密
集
市
街
地
に
お
け
る
防
災
街
区
の
整
備
の
促
進
に
関
す
る
法
律

（
平
成
九
年
法
律
第
四
十
九
号
）
第
百
五
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に

基
づ
き
上
十
条
一
丁
目
４
番
地
区
防
災
街
区
整
備
事
業
組
合
の
定
款

及
び
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
に
お
い
て

準
用
す
る
同
法
第
百
四
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お

り
告
示
す
る
。

令
和
二
年
七
月
二
十
九
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

事
業
組
合
の
名
称

上
十
条
一
丁
目
４
番
地
区
防
災
街
区
整
備
事
業
組
合

二

事
業
施
行
期
間

令
和
二
年
三
月
十
八
日
か
ら
令
和
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

三

施
行
地
区

北
区
上
十
条
一
丁
目
地
内

四

事
務
所
の
所
在
地
及
び
設
立
認
可
の
年
月
日

港
区
芝
浦
三
丁
目
九
番
一
号

令
和
二
年
三
月
十
八
日

五

定
款
及
び
事
業
計
画
の
変
更
の
認
可
の
年
月
日

令
和
二
年
七
月
二
十
九
日

◉
東
京
都
告
示
第
九
百
九
十
八
号

建
築
士
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
号
。
以
下
「
法
」
と

い
う
。
）
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
建
築
士
の
免
許
を
取
り
消

し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
及
び
建
築
士
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五

年
建
設
省
令
第
三
十
八
号
）
第
六
条
の
二
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の

と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
二
年
七
月
二
十
九
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

免
許
の
取
消
し
を
し
た
年
月
日

令
和
二
年
七
月
九
日

二

免
許
を
取
り
消
し
た
者

氏
名

小
俣

勉

建
築
士
の
別

二
級
建
築
士

登
録
番
号

東
京
都
知
事
登
録
第
三
三
九
四
八
号

三

免
許
の
取
消
し
の
理
由

法
第
九
条
第
一
項
第
二
号
に
該
当
す
る
た
め

一

免
許
の
取
消
し
を
し
た
年
月
日

令
和
二
年
七
月
九
日

二

免
許
を
取
り
消
し
た
者

氏
名

田
中

紗
綾

建
築
士
の
別

二
級
建
築
士

登
録
番
号

東
京
都
知
事
登
録
第
八
〇
七
五
六
号

三

免
許
の
取
消
し
の
理
由

法
第
九
条
第
一
項
第
一
号
に
該
当
す
る
た
め

◉
東
京
都
告
示
第
九
百
九
十
九
号

ク
リ
ー
ニ
ン
グ
業
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
七
号
）
第
八

条
の
三
の
規
定
に
基
づ
き
、
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
業
務
従
事
者
に
対
す
る

講
習
を
次
の
よ
う
に
指
定
す
る
。

令
和
二
年
七
月
二
十
九
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

講
習
の
主
催
者
の

名
称
及
び
所
在
地

公
益
財
団
法
人
全
国
生
活
衛
生
営
業
指
導

セ
ン
タ
ー

港
区
新
橋
六
丁
目
八
番
二
号

二

講
習
の
開
催
年
月

日
並
び
に
会
場
の

令
和
二
年
九
月
二
十
五
日

北
と
ぴ
あ
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名
称
及
び
所
在
地

北
区
王
子
一
丁
目
十
一
番
一
号

三

受
講
料

四
千
五
百
円

公

告

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
許
可
し
た
次
の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
は
、

完
了
し
た
。

令
和
二
年
七
月
二
十
九
日

東
京
都
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
長

浅

井

勉

開
発
区
域
又
は
工
区
に

含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

許
可
を
受
け
た
者
の

住
所
及
び
氏
名

武
蔵
野
市
吉
祥
寺
南
町
四
丁
目
二

千
三
百
二
十
六
番
十
五

中
央
区
日
本
橋
室
町
三
丁
目
二

番
一
号

三
井
不
動
産
レ
ジ
デ
ン
シ
ャ
ル

株
式
会
社

代
表
取
締
役

藤
林

清
隆

西
東
京
市
向
台
町
一
丁
目
七
百
二

十
二
番
四
、
七
百
三
十
一
番
二
、

同
番
三
及
び
七
百
三
十
三
番
三
の

各
一
部
並
び
に
同
番
四
（
第
一
工

区
）

大
阪
府
大
阪
市
北
区
天
神
橋
二

丁
目
北
二
番
十
一
号

株
式
会
社
大
倉

代
表
取
締
役

清
瀧

静
男

東
京
都
指
定
給
水
装
置
工
事
事
業
者
の
指
定
に
つ
い
て

水
道
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
七
十
七
号
）
第
十
六
条
の
二

第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
東
京
都
指
定
給
水
装
置
工
事
事
業
者
を

次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

令
和
二
年
七
月
二
十
九
日

東
京
都
水
道
局
長

浜

佳
葉
子

指
定
番
号

商
号

代
表
者

住

所

指
定
年

月
日

一
〇
〇
六

七

水
回
り
職

人

吉
村

久
明

大
田
区
中
馬

込
一
丁
目
九

番
二
十
五
号

令
和
二
年

六
月
二
十

五
日

一
〇
〇
六

八

株
式
会
社

エ
ヌ
テ
ッ

ク

黒
須

紀
広

埼
玉
県
上
尾

市
須
ケ
谷
一

丁
目
百
八
十

二
番
地

同
日

一
〇
〇
六

九

リ
ビ
ン
グ

倶
楽
部

森
田

優
一

足
立
区
栗
原

四
丁
目
二
十

番
五－

二
〇

三
号

同
日

一
〇
〇
七

〇

株
式
会
社

Ｒ
Ｅ
Ｓ

小
池
遼
太
朗

東
村
山
市
青

葉
町
二
丁
目

十
三
番
地
五

十

同
日

一
〇
〇
七

一

ア
ト
ム
設

備
株
式
会

社

木
村

英
司

神
奈
川
県
藤

沢
市
湘
南
台

五
丁
目
三
十

一
番
地
の
三

十
一

同
日

一
〇
〇
七

二

あ
ん
し
ん

水
道
サ
ー

ビ
ス

岡
山

和
臣

埼
玉
県
さ
い

た
ま
市
南
区

大
字
円
正
寺

五
百
七
番
地

一
ジ
ュ
ネ
ス

ヴ
ィ
ラ
Ⅱ
一

〇
二

同
日

一
〇
〇
七

三

Ａ
Ｂ
Ｏ
Ｖ

Ｅ
株
式
会

社

佐
川

雅
章

品
川
区
南
品

川
五
丁
目
十

番
四
十
五
号

サ
ン
ハ
イ
ツ

関
口
地
下
一

階

同
日

一
〇
〇
七

四

株
式
会
社

共
栄

南
部

嘉
生

埼
玉
県
所
沢

市
三
ケ
島
五

同
日

丁
目
八
百
六

十
五
番
地
の

七

一
〇
〇
七

五

株
式
会
社

Ｆ
Ｍ
バ
ル

ブ
製
作
所

森
下

卓
二

埼
玉
県
朝
霞

市
朝
志
ケ
丘

二
丁
目
八
番

四
十
一
号

同
日

一
〇
〇
七

六

Ｕ
・
Ｐ
・

Ｓ
株
式
会

社

内
田

亮

埼
玉
県
朝
霞

市
根
岸
台
一

丁
目
七
番
十

三
号

同
日

一
〇
〇
七

七

岡
部
設
備

事
務
所

岡
部

清
史

八
王
子
市
横

川
町
七
百
九

十
七
番
地
五

十

同
日

一
〇
〇
七

八

そ
ら
い
ろ

設
計

板
垣
久
美
子

江
戸
川
区
西

一
之
江
四
丁

目
十
三
番
十

三
号

同
日

一
〇
〇
七

九

株
式
会
社

米
山
設
備

米
山

正

中
野
区
東
中

野
五
丁
目
十

九
番
九
号

同
日

一
〇
〇
八

〇

株
式
会
社

島
Ｅ
ｎ
ｔ

ｅ
ｒ
ｐ
ｒ

ｉ
ｓ
ｅ

島
岡

篤

神
奈
川
県
横

浜
市
中
区
本

牧
三
之
谷
十

五
番
十
三－

六
〇
二
号

同
日

一
〇
〇
八

一

株
式
会
社

中
嶋
工
業

中
嶋

俊
文

葛
飾
区
亀
有

五
丁
目
十
二

番
十
二
号
振

興
ビ
ル
三
〇

一
号

同
日

一
〇
〇
八

二

勝
田
設
備

工
業

勝
田

信
義

西
東
京
市
南

町
二
丁
目
九

番
三
十
四
号

同
日

一
〇
〇
八

三

ヴ
ィ
・
ク

レ
ー
ル
有

長
谷
川
伸
行

足
立
区
西
新

井
本
町
五
丁

同
日
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限
会
社

目
一
番
十
二

号

一
〇
〇
八

四

株
式
会
社

河
村
設
備

工
業

河
村

泰
一

八
王
子
市
長

房
町
九
十
番

地
二

同
日

一
〇
〇
八

五

ウ
ィ
ル
サ

ポ
ー
ト

春
田

成
人

江
戸
川
区
一

之
江
七
丁
目

四
十
八
番
二

号

同
日

一
〇
〇
八

六

Ｉ
・
Ｔ
住

設
株
式
会

社

冨
岡

則
夫

埼
玉
県
和
光

市
本
町
二
十

六
番
十
九
号

同
日
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